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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  
 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

前
号
の
続
き
で
今
年
度
の

日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
変
更

点
で
す
。
既
に
適
用
さ
れ
て

い
る
項
目
も
あ
り
ま
す
が
、

お
さ
ら
い
で
す
。 

今
年
度
予
定
さ
れ
て
い
る

大
き
な
変
更
点
は
次
の
３
点

で
す
。 

 

Ⅰ
、２
０
２
４
年
物
流
問

題
と
言
わ
れ
る「
改
善
基
準

告
示
」
改
正
に
伴
う
も
の 

こ
れ
に
は 

１
，
ゆ
う
パ
ッ
ク
お
よ
び

速
達
郵
便
物
な
ど
の
お
届
け

日
数
の
見
直
し 

一
部
地
域
で
引
き
受
け
る

「
ゆ
う
パ
ッ
ク
」「
速
達
郵
便

物
」
の
配
達
時
間
を
現
行
よ

り
半
日
程
度
後
ろ
倒
し 

長
崎
で
は
、
主
に
東
海
・

首
都
圏
と
の
間
で
の
配
達
が

後
ろ
倒
し
に
な
り
ま
す
。 

例
）
都
内
引
き
受
け
の
ゆ

う
パ
ッ
ク
が
、
従
来
の
翌
日

夕
方
帯
の
配
達
に
な
ら
ず
、

翌
々
日
の
配
達
に
。
長
中
局

を
１
５
時
ま
で
に
引
き
受
け

た
ゆ
う
パ
ッ
ク
は
、
翌
日
夕

方
・
夜
間
帯
に
神
奈
川
や
東

京
２
３
区
内
に
配
達
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
翌
々
日
の
配
達

に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

「
改
善
基
準
告
示
」
改
正

に
伴
い
、
１
日
当
た
り
の
拘

束
時
間
お
よ
び
連
続
運
転
時

間
の
規
定
が
変
更
と
な
る
こ

と
に
対
応
す
る
た
め
、
１
人

運
行
を
前
提
と
し
て
き
た
長

距
離
運
送
便
（
ト
ラ
ッ
ク
）

を
中
継
輸
送
な
ど
に
切
り
替

え
る
た
め
と
し
て
い
ま
す
。 

２
，
連
続
運
転
時
間
規
制 

連
続
運
転
４
時
間
以
内
と

規
制
。
運
転
の
中
断
時
に
は
、

原
則
と
し
て
休
憩
を
与
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
（
１
回
お

お
む
ね
連
続
１
０
分
以
上
、

合
計
３
０
分
以
上
）。 

３
，
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ

ル
の
取
得 

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
と

は
、
１
日
の
休
息
時
間
を
十

分
に
確
保
す
る
と
の
観
点
か

ら
勤
務
と
勤
務
の
間
に
一
定

の
休
息
時
間
を
確
保
す
る
も

の
で
す
。
継
続
１
１
時
間
以

上
与
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と

が
基
本
と
さ
れ
、
日
本
郵
便

で
も
１
１
時
間
以
上
取
る
よ

う
に
さ
れ
て
い
ま
す
。 

Ⅱ
，ゆ
う
パ
ッ
ク
の
配
達

希
望
時
間
帯
「
２
０
時-
２

１
時
」
の
廃
止 

ゆ
う
パ
ッ
ク
の
配
達
希
望

時
間
帯
に
つ
い
て
「
２
０
時-

２
１
時
」
を
廃
止
し
、
現
在

の
７
区
分
か
ら
６
区
分
に
変

更
さ
れ
ま
す
。 

配
達
を
担
当
す
る
社
員
な

ど
の
業
務
負
荷
軽
減
の
た
め

で 

１
０
月
１
日
以
降
、
引
き

受
け
と
な
る
ゆ
う
パ
ッ
ク
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。 

 

Ⅲ
、
郵
便
料
金
の
改
正 

２
０
２
３
年
１
２
月
１
８

日
に
総
務
省
が
発
表
し
た
省

令
案
で
は
、
２
５
グ
ラ
ム
以

下
、
お
よ
び
５
０
グ
ラ
ム
以

下
の
第
一
種
定
形
郵
便
物

（
封
書
）
の
上
限
料
金
を
１

１
０
円
に
統
一
す
る
方
針
が

示
さ
れ
ま
し
た
。 

現
行
制
度
で
は
２
５
グ
ラ

ム
以
下
の
定
形
郵
便
物
は
８

４
円
、
５
０
グ
ラ
ム
以
下
の

定
形
郵
便
物
は
９
４
円
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
改
正
案
で

は
こ
の
重
量
区
分
が
廃
止
さ

れ
て
料
金
が
統
一
さ
れ
る
形

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
第
二
種
定
形
郵
便

物
（
通
常
は
が
き
）
に
関
し

て
も
現
行
の
６
３
円
か
ら
８

５
円
に
値
上
げ
予
定
と
な
っ

て
お
り
、
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
や

速
達
な
ど
も
値
上
げ
が
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
。 

当
面
、
変
更
点
の
中
で
郵

便
局
の
現
場
で
影
響
あ
る
の

は
、
集
配
で
は
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
で
す
か
ね
。
厳
密

に
適
用
す
る
と
中
勤
・
夜
勤

で
終
業
時
間
が
２
１
時
以
降

に
な
っ
た
場
合
に
、
翌
日
が

日
勤
担
務
で
も
８
時
に
は
勤

務
開
始
（
就
労
）
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
ゆ
う
パ
ッ
ク
受

託
者
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る

み
た
い
で
「
８
時
半
」
ま
で

端
末
を
起
動
さ
せ
ら
れ
な
く

て
待
っ
て
い
る
と
い
う
話
も

聞
き
ま
す
。
し
ば
ら
く
は
疑

問
に
思
う
こ
と
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
支
部
に
も
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 

ＮＯ．４43８ 

`24 年4 月１２日（金） 

℡･Fax 095-828-1953 

  文責 支部書記長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

２０２４年度の日本郵便における主な変更点 

 

Ⅰ、２０２４年物流問題に関連 

 ・・・４月１日から適用 

 

Ⅱ、ゆうパックの配達希望時間帯 

「２０時-２１時」の廃止・・・１０月１日以降 

 

Ⅲ、郵便料金の改正・・・秋ごろの見通し 

改善基準告示とは 

 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための

基準」（厚生労働大臣告示）のことです。トラ

ック等の自動車運転者について、労働時間等の

労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休

息期間について基準等が設けられています。

脳・心臓疾患による労災支給決定件数におい

て、運輸業・郵便業が全業種において最も支給

決定件数の多い業種（令和 3 年度：59 件（う

ち死亡の件数は 22件））となるなど、依然とし

て長時間・過重労働が課題となっています。 

 改善基準告示は、法定労働時間の段階的な短

縮を踏まえて見直しが行われた平成 9年以降、

改正は行われていませんでしたが、令和 4年に

自動車運転者の健康確保等の観点により見直

しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改

正されました（令和 6年 4月 1日施行）。 

 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%82%86%E3%81%86%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8cf90993da3531e201a0005ac9cad65604e29a1b

